
　

小
美
玉
市
西
部
を
通
過
し
て
い
る
国
道
六

号
は
、
東
京
都
中
央
区
を
始
点
と
し
、
宮
城

県
仙
台
市
を
終
点
と
す
る
３
４
５
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
の
国
道
で
す
。
国
・
県
・
市
道
に
限
ら

ず
、
明
治
時
代
中
期
以
降
の
路
線
名
に
は
、

国
道
六
号
の
よ
う
に
番
号
が
振
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
明
治
十
八
年
、

内
務
省
告
示
第
六
号
別
表
「
國
道
表
」
に
以

下
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
た
こ
と
に
始
ま
り
ま

す
。

　

「
一 

路
線
中
前
號
路
線
ト
相
通
用
ス
ヘ
キ

者
（
例
ヘ
ハ
第
貳
號
東
京
ヨ
リ
大
坂
港
ニ
達

ス
ル
路
線
中
其
神
奈
川
驛
迄
ハ
第
壹
號
東

京
ヨ
リ
横
濱
港
ニ
達
ス
ル
路
線
ト
同
線
ナ
ル

如
キ
類
）
ハ
之
ヲ
略
シ
其
番
號
ヲ
記
ス 

【
抜

粋
】
」
こ
れ
に
よ
り
、
東
京
か
ら
水
戸
ま
で

を
国
道
十
四
号
、
水
戸
か
ら
宮
城
県
に
至
る

区
間
は
、
国
道
十
五
号
と
な
り
ま
し
た
。
そ

の
後
、
大
正
九
年
施
行
の
旧
道
路
法
に
基
づ

い
て
、
東
京―

水
戸―

仙
台
に
至
る
路
線
は
、

一
括
し
て
国
道
六
号
と
な
り
、
昭
和
二
十
七

年
、
新
道
路
法
に
お
い
て
も
、
そ
の
ま
ま
一

級
国
道
六
号
に
認
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

番
号
を
振
り
分
け
る
前
の
道
路
に
は
、
地

名
が
冠
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
で

す
。
そ
も
そ
も
、
道
路
と
は
、
二
ヶ
所
の
地

域
を
線
で
結
ぶ
も
の
で
す
か
ら
、
東
名
高
速

道
路
（
東
京―

名
古
屋
）
の
よ
う
に
、
始
点

と
終
点
の
地
名
を
組
み
合
わ
せ
て
呼
称
す
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
あ
る
地
域
か
ら
、

そ
の
道
路
が
向
か
う
地
名
を
呼
称
す
る
場
合

も
あ
り
ま
す
。
こ
の
例
と
し
て
は
、
水
戸
街

道
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
水
戸
街
道
と
は
、

「
江
戸
の
人
々
が
水
戸
に
向
か
う
道
」
と
の
意

味
で
名
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。
反
対
に
水
戸
の

人
々
か
ら
す
れ
ば
、
「
江
戸
に
向
か
う
道
」
で

す
か
ら
、
江
戸
街
道
と
な
り
ま
す
。
し
た
が
っ

て
、
江
戸
か
ら
放
射
線
状
に
街
道
は
整
備
さ

れ
た
の
で
、
地
方
に
は
、
多
く
の
江
戸
街
道

と
称
す
る
街
道
が
あ
り
ま
し
た
。

　

江
戸
時
代
、
水
戸
街
道
は
、
東
海
道
な
ど

の
五ご

街か
い
ど
う道

に
準
じ
る
脇わ

き

街か
い
ど
う道

と
し
て
整
備

さ
れ
、
江
戸
日
本
橋
を
基
点
と
し
て
水
戸
ま

で

の

ル

ー

ト

で

二

十

九

里

十

九

丁
（
約
一
一
六
キ

ロ
メ
ー
ル
）
の
距

離
が
あ
り
ま
す
。

街
道
沿
い
に
は
、

十
九
の
宿
場
が
あ

り
、
小
美
玉
市
内

に
は
、
竹
原
宿
と

片
倉
宿
が
所
在
し

て
い
ま
し
た
。
宿

場

に

は
、

人

馬

の

継つ
ぎ

立た
て

を

行

う

問と

い

や

ば

屋
場
や
休
憩
や
宿
泊
の
場
で
あ
る
本ほ

ん
じ
ん陣
、

旅は

籠た
ご

な
ど
が
街
道
沿
い
に
立
ち
並
ん
で
い
ま

し
た
。
継つ

ぎ

立た
て

と
は
、
宿
場
ご
と
に
人
馬
を
付

け
替
え
て
、
リ
レ
ー
形
式
で
荷
物
を
運
ぶ
こ

と
で
あ
り
、
宿
場
で
荷
物
を
交
代
す
る
場
所

を
問
屋
場
と
言
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
荷

物
を
次
の
宿
場
に
運
ぶ
労
務
は
、
人
馬
が
不

足
し
た
場
合
、
宿
場
の
近
郷
の
村
に
徴
ち
ょ
う
は
つ

発
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
最
初
は
臨
時
的
な

も
の
で
し
た
が
、
次
第
に
恒
常
化
し
て
し
ま

い
ま
す
。
こ
れ
を
「
助す
け
ご
う郷
」
と
言
い
ま
し
た
。

こ
の
助
郷
制
度
は
、
助
郷
を
請
け
負
っ
た

村
々
で
大
き
な
負
担
と
な
っ
て
、
農
村
が
困

窮
す
る
原
因
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

余
談
で
す
が
、
国
道
六
号
を
陸り
く

前ぜ
ん
は
ま浜
街か
い
ど
う道
と

呼
ぶ
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
名
称
に
は
、
明

治
元
年
、
陸む

つ

の奥
国く
に

の
一
部
が
、
陸り
く
ぜ
ん前
国
の
く
に(

主

に
宮
城
県)

と
し
て
分
割
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、

「
東
京
か
ら
陸
前
国
岩
沼
ま
で
の
太
平
洋
岸
の

街
道
」
と
の
意
味
が
あ
り
ま
し
た
。

小
美
玉
市
の
歴
史
を
知
ろ
う
⑫

水
戸
街
道
〜
陸
前
浜
街
道
〜
国
道
六
号

国道６号（堅倉地区）
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